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平日１０：００～１７：００  土日祝日年末年始お休み

2P
山岳遭難・捜索救助費用保険金

親子のための賠償責任保険
( 傷害保険 )

( 傷害保険 )
4P

傷害保険金付

親子のための身の回り品保険

6P
( 親子のための就学トラブル相談保険 )

親子のための対人トラブル相談保険

( 親子のための就学トラブル相談保険 )
8P親子のための弁護士保険

こどもの成長は十人十色。こどもにかかわる細やかな補償を準備しました。
親子のための就学トラブル相談保険＋傷害保険

親子のための保険シリーズ
まごころ少額短期保険の
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保育園・幼稚園 小学校 中学校
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親子のための身の回り品保険
傷害通院保険金付 （傷害保険）

親子のための身の回り品保険
傷害通院保険金付 （傷害保険）
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保育園・幼稚園

1. 契約日の前日までに、被保険者が「いじめ、長期欠席、自殺」に事由に遭遇していた場合、または被保険契約者が「いじめ、
長期欠席自殺」に自由に対して学校、法務局または警察等の公的機関に相談していた場合は、当社は原則として保険金を支払
いません。

2. 保険事故が発生する前に、カウンセラーへの相談、転校を行っていた場合は、当社は原則として保険金を支払いません。
3. 被保険者および保険契約者が、故意または重過失により事実の告知または事実の表示をしない、もしくは不実の告知または
不実の表示（改ざんを含みます。）を行った場合は、保険金を支払いません。

２０円
小学校
１７０円

中学校
２３０円
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保育園・幼稚園
５０円

小学校
３９０円

中学校
２５０円

次については、理解したうえでお申込ください。
1. 弁護士委任費用保険金が限度額に達した際は、保険契約は消滅します。
2. 裁判外の委任において弁護士報酬に時間生報酬方式を採用した場合は保険契約者が弁護士と最後に打ち合わせを行った日から 90日
を軽鎖した時点で弁護士委任費用保険金は終了し、本保険契約は消滅します。


